
平成31年1月16日

各 位

公害等調整委員会事務局

国土交通大臣あて回答書（写）の送付について

公害等調整委員会では土地収用法第 131条第1項の規定に基づき、 事業の認

定に関する処分についての審査請求に対して、 国土交通大臣から意見の照会を

受け、 それに対して回答をしております。

公害等調整委員会ホ ー ムペ ー ジ(URL=http://www. soumu. go. jp/main_content 

/000499843. pdf)に掲載しておりますが、 平成28年4月1日に施行された新し

い行政不服審査法の主旨に則り、 意見照会の事務処理要領を改正しまして、 平

成29年6月20日以降に国土交通大臣あて回答をしたものについては、 回答書

の写しを審査請求人あて送付することとしております。

貴殿が国土交通大臣あて審査請求をされていたものに関しまして、 同封の回

答書の写しのとおり本年1月16日付けで国土交通大臣あて回答書を発出したこ

とから、 その写しを送付させていただいたものですので、 ご査収ください。

1本件に関する連絡先I

公害等調整委員会事務局

（代表）03-3581-9601 内線 2338 

担当：海老澤
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回答書の写しの送付について

下記の事件については，平成31年1月16日に国土交通大臣に対して回答をし

たので， 回答書の写しを送付します。

記

事件番号：公調委平成28年（イ）第11号

事件名 ：二級河川川棚川水系石木ダム建設工事並びにこれに伴う県道、 町道

及び農業用道路付替工事に係る事業認定に対する審査請求に関す

る意見照会
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公調委事第 2号一 4
平成31年1月16日

国土交通大臣 石井 啓一 殿

公害等調整委員会委員長
荒 井

土地収用法による審査請求に対する意見について（回答）

平成28年12月15日付け国総収第85号をもって意見照会のあった， 長崎県
及び佐世保市を起業者とする二級河川川棚川水系石木ダム建設工事並びにこれ
に伴う県道， 町道及び農業用道路付替工事（以下「本件事業」という。 ） に関
して， 九州地方整備局長（以下「処分庁」という。 ） が平成25年9月6日付け
でした事業認定（以下「本件事業認定」という。 ）に対する遠藤保男からの審
査請求について， 貴殿から提出された資料に基づき検討した結果 ， 公害等調整
委員会は次のとおり回答する 。

意 見

下記1(2)ア（イ）②d及び1(2)エ（ア）に係る審査請求人の主張については調査検
討の上結論を出すべきであるが， その余の審査請求人の主張には理由 がないも
のと考える。

理 由

1 審査請求人は， 要旨， 以下のとおり， 本件事業について， 土地収用法（以
下「法」という 。 ）第20条第2号ないし第4号の要件を満たさず ， かつ， 事
業認定に至る手続に違法ないし不当な点がある旨主張して ， 本件事業認定の

取消しを求めている。

(1) 法第20条第2号
以下のとおり， 利水関係の起 業者である佐世保市は法第2 0 条第2号の

ー
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要件を満たしていない。

ア 佐世保市は， 科学的な水需要予測を行えば新規水源の必要がないこと
が明らかになることから，後記(2)イのとおり， 平成24年度の水道施設整
備事業再評価に当たって恣意的に水需要を増加させた。 本件事業は，本
来であれば， 厚生労働省の補助事業の要件を満たさず ，補助金を受ける
ことができないために頓挫していたものであり， また， 次回の水道施設
整備事業再評価において補助金を受けることができなくなるものである
から：佐世保市は本件事業を遂行する資金面での能力を欠いている。

イ 本件事業が実施されれば，水道料金の値上げ又は一般会計からの資
金の充当が不可欠となるところ， 佐世保市の水道事業の収支状況は悪
く ， 水道利用者ないし佐世保市民がかかる負担を拒否すると水道事業
は破綻する。

(2) 法第20条第3号
以下のとおり，本件事業は， 土地が事業の用に供されることによって

得られるべき利益が存在しない一方で，失われる利益が大きく， 法第20
条第3号の要件を満たさない。

ア 治水・
（ア） 本件事業の治水上の利益

治水計画を策定する上で最も重要な課題は， 近年に実際に起きた
洪水が再来した場合に被害を確実に防止できるよう にすることであ
る。 ところが， 石木ダムの建設を中心とする川棚川水系河川整備計

画では，以下のとおり近年最大の洪水である平成 2年7月洪水が再
来した場合に被害を防ぐことができないから， 治水面で得られる利
益はない一 方で，河川予算をいたず らに浪費し， 本来進めるべき治
水対策をなおざりにしてしまう という 不利益が生じる。

① 平成 2年7月洪水の川棚川の水位は当時においても堤防高を十
分下回っていた。それにもかかわらず川棚川下流部で浸水被害が
起きたのは，川棚川本川からの越流ではなく， 野口川等の支川の
氾濫， 内水氾濫があったからである。

本件事業により石木ダムを建設しても川棚川の水位を下げるこ
としかできないから，このような支川の氾濫や内水氾濫を防ぐこ
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とができない。

② 川棚橋から河口までの約6 00 mの川棚川最下流部は， 平常時の水
位から1. 5 m程度の高さの地盤に建物が建ち並んでおり． ， 平成 2年
7月洪水でも右岸側で浸水被害があったが， 港湾管理者の管理範

囲という ことで， 河川改修の計画さえなく， 洪水氾濫の危険性が
放置されている。

③ 川棚川流域の浸水を防止するために早急に取り組むべきことは，

川棚川下流部の野口川等の支川氾濫， 内水氾濫を防止する対策 ，

河口近くの最下流部の堤防整備及び川棚川全体の河床掘削の 3点
であり， 石木ダムの建設ではないから， 本件事業は不要である。

（イ） 基本高水
以下のとおり， 起業者が基本高水の決定に当たって行った計画規

模の設定及び対象降雨の選定にはいずれも誤りがあり， 過大な基本
高水となっている。

① 計画規模の設定
起業者は， 各種評価指標を総合して治水の対象となる川棚川の

計画規模を1/100に設定している。 しかし ， 以下のとおり，かかる
計画規模は過大である。

a 起業者である長崎県は， 自ら定めた流域重要度評価指標に基
づき計画規模の設定を行っているが， かかる評価指標自体，不
合理である。

例えば， 長崎県と島根県の流域重要度評価指標の評価基準を
比べると， 島根県では流域面積が 2 00 国以上なければ計画規模を
1 /1 00 としないのに ， 長崎県は流域面積を基準としていない。 ま
た， 計画規模を1 /1 00とする場合の各評価基準の定め方を比較す
ると， 長崎県の評価基準は島根県のそれと比べていずれも1 / 5か
ら 1 / 29までと異常に緩い基準となっており ， 容易に 1 /100の計
画規模となるよう設定されている。 さらに， 福井県の評価基準
と比べてみても， 長崎県の評価基準が異常に低い。 なお， これ
ら他県の評価基準に照らすと， 川棚川の計画規模は 1/50 となる。

自治体によって評価基準に差が生じ得るとしても， これほどま
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でに大きな差を設ける合理性があるかは疑わしい。

b 「国士交通省河川砂防技術基準 同解説 計画編」（社団法人
日本河川協会。 以下「国交省解説計画編」という 。 ）では， 計画
の規模を決定する際のおおよその基準として， 河川の重要度に

応じた計画規模の分類を 示しているところ ， 同基準によれば，

川棚川は二級河川であり ， 川棚町は都市計画において区域区分
を行っていないので流域に市街化区域は存在せず ， 流域内人口
も約2万人なので， 「 都市河川以外の一般河川」としてD級又は
E級に分類されることになるから， 計画規模は最大でも 1/50と
なる。 かかる点からも， 川棚川の計画規模，ひいてはその 前提
となる長崎県の評価基準は不合理である。

c 起業者は， 流域重要度の評価指標として想定氾濫面積を用い，
その面積を 47 2haとしている。 しかし， かかる面積は， 約40年
前の原始河道を前提とした氾濫シミュレ ー ションにより描かれ
た広すぎる想定氾濫区域図を根拠とするものであり， 不合理で
ある。 氾濫シミュレ ー ションは，基本高水流量を 1, 200 rd/秒以
下とした上で， 現況河道を前提として行わなければならない。

また，起業者は， 流域重要度の評価指標として， 想定氾濫区
域内の宅地面積を用いるに当たり， 想定氾濫区域内の家屋棟数
を 2, 253戸とし，1戸当たりの敷地面積については， 平成15年
住宅・土地統計調査の長崎県の一 戸建て住宅の1住宅当たりの

敷地面積を参照して 261面としている。 しかし， ここで用いられ
た家屋棟数には物置小屋等の住宅でない建物が含まれており，
また， 住宅には一 戸建てと長屋建てがあり， 長屋建て住宅の1
住宅当たりの敷地面積は·69 nf ( 2003年時点）で一戸建て住宅よ
りも小さい。 なお， 想定氾濫区域内の一 戸建て住宅と長屋建て
住宅の比率が不明であるので， 全て一 戸建て住宅とみなして想
定氾濫区域内の宅地面積を求めると， 審査請求人がした計算に
よれば，家屋には住宅以外の建物も 含まれるので，想定氾濫区
域内の世帯数(1,156世帯）を基礎とし，これに一戸建て住宅の
1住宅当たりの敷地面積( 261nf)を乗じ， 3 0 . 2 haとなる。

起業者の算出した宅地面積は明らかに過大であって， 評価指
標として用いることは不合理である。

以上を 踏まえ ， 長崎県二級河川流域重要度評価指標による評
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価を行うと， 想定氾濫面積については計画規模1/100 とする下限
値 (70 ha) を下回る疑いがあり， また， 想定氾濫区域内宅地面
積及び想定氾濫区域内人口については， それぞれの下限値 (40

ha, 3,000 人）を下回るから， 川棚川の計画規模を1/100 とした
のは不合理である。

d 起業者は，川棚川の石木川合流点下流について， 年超過確率
1/100 規模の降雨を対象にしているが， 川棚川流域の人口は上流
域の方が下流域よりも圧倒的に多いから， 川棚川の上流域の治
水安全度が1/30 であるのに，下流域を1/100 とする理由 がない。

また， 石木川合流点より上流においては 30 年に一 度の規模の
洪水しか防げず， これを超える洪水は上流であふれてしまい，

石木川合流点より下流に到達することはないから，年超過確率
1/100 規模の降雨を防ぐ計画は無意味である。

② 対象降雨の選定
a 起業者は， 計画雨量について， 年超過確率1/100 規模の降雨を

対象に， 24 時間雨量を400mm, 3時間雨量を203mm と算出している
が， 24 時間雨量と3時間雨量は異なる確率計算手法によって求め
られており，それぞれの時間当たり雨量を同時に満たす降雨が発
生する確率は1/100 よりかなり小さい。

b 起業者は， 川棚川の基本高水流量を1,400rrf/秒と定めている
が， その際起業者が対象降雨として昭和42 年7月9日型洪水の
基本高水流量を採用したのは誤りである。

すなわち，起業者は，昭和42 年7月9 日型洪水の継続時間内
雨量と洪水到達時間内雨量を計画確率年 (1/100) に相当する計
画雨量の値に引き伸ばしているところ， 引き伸ばし後の1時間

雨量のヒ°ー ク値 (138ml 時）に相当する降雨が発生する確率は，

審査請求人の計算によれば700 年から800 年に一 度の確率であり，
年超過確率1/100 規模の降雨を対象にした事業を行うという 前提
に反する結果になっている。 国交省解説計画編32ペ ー ジに記載
されているとおり， 「短時間に降雨が比較的集中しているパタ

ーンを引き伸ばした結果， 洪水のピ ー ク流量に支配的な継続時
間内での降雨強度の超過確率が，計画規模の超過確率に対して

著しく差異があるよう な場合には，対象降雨として採用するこ
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．とが不適当」であって， 昭和 42年7月9日型洪水の引き伸ばし
降雨は対象降雨から排斥しなければならない。

また， 仮に， かかる引き伸ばし降雨を採用することが許され
るとしても， 昭和 42年7月9 日型洪水は， ハイドログラフのヒ°

ー ク流量が1,391. lrrf/秒であり ， 検討対象とされた他の8 つの
既往洪水を同様に引き伸ばした結果 と比較して極端に基本高水
流量が大きくなっており， 2番目に流量の大きい昭和23 年9月
11日型洪水 (1,127. 9rrf/秒）の1. 2 倍も大きい。 推計統計学を用
いて将来起こり そう な事象を予測するのならば， 検討対象既往

洪水の中から飛び抜けて大きい値を計画高水流量とするのは不
合理である。 このことは， 国交省解説計画編において， 基本高
水の決定の基準として「基本高水は， （中略）既往洪水， 計画
対象施設の性質等を総合的に考慮して決定するものとする。 」，
「対象降雨が既に選定されているので ， 適当な洪水流出モデル
を用いて洪水のハイドログラフを計算することは容易であるが ，

どのハイドログラフを基に基本高水を決めるかについては慎重
な検討が必要である。 」と記載されていることからも明らかで
ある。 このよう に， 起業者が昭和 42年7月9日型洪水を排斥し
た既往最大洪水の約1. 2倍もの大きな流量を基本高水流量と決定
したことは， 国 土交通省 河川砂防技術基準に違反し， また，

「過去の主要な洪水」（ 河川法施行令第10 条第1号）を考慮し
ていないことから， 同令第10 条にも違反する。

なお， 昭和 42 年7月9日型洪水を排斥した場合， 起業者の算
定方法に従えば， 次に大きい昭和 23 年9月11日型洪水を参照す
ることになるが， この場合の基本高水流量は 1,127.9 nf/秒とな
る。 同型洪水は洪水の規模としては過去最大であるところ， か
かる基本高水流量1,127. 9 rrf/秒は昭和 23 年9月11日型洪水の
実績流量 (1,000-1, 100 rrf/秒）とも整合的であるから， 同型洪
水に基づき基本高水流量を定めるべきである。 また， 同型洪水
を前提にすれば， 治水の点では後記（エ）の河道整備を行えば足り，
本件事業を行う 必要はなくなる。

c 中小河川では合理式による値と比較を行う 等により 基本高水
流量を検証することが必要とされているところ， 「 国土交通省河
川砂防技術基準 調査編」第3章第2節ー 10 によれば， その方
法は， 以下のとおり である。
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（計算式）
Q p = (1 /3. 6) f RA 

こ こに， Qpはヒ° ー ク流量(nf/秒）， fは流出係数， R は洪
水到達時間内の雨量強度(mm/時）， Aは流域面積（遍）である。
このうち， f及びAは起業者の用いた数値を代入し， Rについ
ては昭和23年9月11日型洪水の1時間雨量を代入して計算する
と， ピー ク流量は 888.8 nf/秒 となる (888.8= (1 /3. 6) XO. 5 

X83X77. l)。 また， 起業者の想定する 1 時間当たりの計画雨量
(110 mm/時）を代入すると1, 179. 9 nf/秒 となる。

このように， 起業者の定めた基本高水流量は合理式による計
算とも整合しない不合理なものである。

d 起業者は基本高水流量(1, 400 nf/秒）の算出に使用した貯留
関数法モデルの諸デー タを保管していない。 第三者による確認
計算ができない数値 は科学的合理性が担保されておらず， 採用
すべきでない。

（り） 石木ダムの構造
本件事業により建設される石木ダム は， 洪水調節方式として放流

量調節ができない自然調節方式を採用し， 洪水調節容量として195万
dを確保するこ ととしているが， 同方式は人為的な操作により洪水
調節を行う方式 と比べ効率が悪い。 人為的な操作により洪水調節を
行う方式を採用すれば， より小さな洪水調節容量で足りるので効率
がよく， 経費及び環境影響を少なくし， 住民の立ち退きも不要とす
ることができる。

(:r.) 代替案（河道整備）
① 河道整備を計画どおりに行えば， 仮に起業者の想定する基本高

水流量 1, 400 rd/秒の洪水が到来しても， 川棚川下 流部の洪水位は
堤防の天端からおおむね40-50 cm下にとどまるから， 港湾管理者

の管理範囲である最下 流区間を除き氾濫の危険性はない。 そして，
川棚川は掘込河道 であるとともに， 河川管理施設等構造令第20条
第1項ただし書及び「改訂解説・河川管理施設等構造令」（財団法
人国士技術研究センタ ー）によると， 堀込河道の場合は余裕高の
特例を当てはめることができ， 0.6m程度の余裕高を確保すればよ
いとされることに照らし， 川棚川河口から上流2kmの石木川合流
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地点までの堤防余裕高を求めたところ， 0. 6mの堤防高が確保され
ていないのは河口から上流0. 7km地点周辺に限定されていることか
ら， 当該部分について堤防のかさ上げ又は河道掘削をすれば ， 同

構造令が求める安全度が 確保されることになる。 このように， 代
替案は， 工事の必要な範囲が極めて小さく， 経済的に優れている
にもかかわらず ， 本件事業認定 においてはかかる代替案が検討さ
れていない。

なお， 起業者である長崎県は， 平成 26 年に 3回開催された石木
ダムの必要性に関する説明会において， 戦後の全ての洪水は基本
高水流量以下であり， 河道整備が完了すれば， 石木ダムが無くと
も同規模の洪水によって被害が生じることはないと説明している 。

② 起業者は， 河道改修案とダム建設案それぞれについて， 費用の
比較検討を行い， それぞれ147 . 2億円， 137 . 5億円と見積もってい
るが， ダム建設事業費は当初見積りをはるかに超える多額の経費
が掛かるのが常である。 他方 ， 河道改修案については， これを精
査すれば橋りょうの架け替え等が不要になる可能性が高く， 両者
の経済的条件が逆転する可能性が高い。 したがって， ダム建設案
の方が河道改修案よりも経済的に有利とは断言できない。

百歩譲って， 河道改修案の方がダム建設案よりも 10億円程度多
く 掛かるとしても， この程度の差額のために13世帯約6 0人の居住
地及び地域社会を奪うことはひどすぎる。

（オ） 代替案（遊水池）
川棚川下流において洪水調節を行う場合， 川棚川山道橋地点の流

量が1,13 0 rrlツ秒に近づいたときに洪水調節を開始し， 最大到達流量
を1,13 0nf/秒以下に制御することが最も効率的で あるところ， かか
る洪水調節は， ダムではなく， 遊水池により行うべきである。 遊水
池の候補としては ， 石木川沿いの採石場跡地の穴を掘削して利用す

るか川棚川本川沿いに遊水池を設けることが考えられるが， 特に川
棚川本川沿いに遊水池を設ける場合の事業費は， 石木ダムの事業費
71億円よりも少ないか同程度となる。 かかる方法によれば， 13世帯
約6 0 人の立ち退きや大きな環境影響を避けることができるから， 仮
に事業費が同程度であってもダムよりも優れている。

イ 利水
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本件事業では，平成36年度における一 日最大取水量を111, ooo rrr/ 日
とし，そこから安定水源量とされる77,000 面／ 日を引いて，新たに石木
ダムによる 4o, ooo rrr/ 日の水源開発が必要であるとしている。 しかし，
起業者の算出した一 日最大取水量や現有水源の評価はいずれも誤って
おり，以下のとおり， 石木ダムがなくても将来にわたり水需要に不足
を来すことはない。 なお，以下の水需要に関する予測値はいずれも平
成 36年度時点のものである。

（ア） 一 日最大取水量の算定
① 生活用水

一 人当たりの生活用水は平成 12 年に増加が止まり，最近は漸減
傾向になっている。 水洗トイレ や洗濯機などの水使用機器はより
節水型のものが普及していくと考え られるので ， 一人当たりの生
活用水が起業者の予測のよう に増加し続けていくことはあり得な
い。 起業者は，生活用水の将来予測を行う に当たり，過去の渇水
時の生活用水の減少を異常現象として排除しておきながら，バ ブ

ル景気の影響は排除しておらず，予測手法が御都合主義に陥って
いる。

また， 起業者は渇水の影響によって生活用水量が抑圧傾向にあ
ると評価しているが，かかる評価の 根拠となる具体的な資料は見
当たらない。

さらに，起業者は， 生活用水原単位について，相関 の取れた時
系列傾向によって予測を行っていると主張しているが，これは誤
りである。 起業者は， 石木ダムが 完成すれば節水行動が緩んで過

去の増加期の状況が繰り返されるという 筋書きで作成した予測線
に，それに合うよう に作成したロ ジスティッ ク曲線を重ね ， その

相関 係数が 0.94 であったと言っているにすぎない。 かかる手法で
は予測線自体の信頼性は何ら担保されていない。

一 方，審査請求人が平成14年から平成24年までの実績に逆ロ ジ
スティッ ク曲線を適用して最も相関の取れた生活用水原単位を 求
めたところ， その値は，189L/ 人・日（相関 係数 0.92) となり，起
業者の算定した207L/ 人・日よりも18L/ 人・日少なくなった。

② 業務営業用水
業務営業用水は平成12 年頃から減少傾向になってきており， こ

の傾向はリ ー マンショッ クの 前から続いてきており，一 時的な経

， 



済の落 ち込 みによる ものではなく， 構造 的なものであるから， 起
業 者の予測のよう に今 後急速 に増加していく ことはあり得 ない。

また， 起 業者は， 大口の米軍及び自 衛隊 の水需要について ， 「 業
務 の性格 上， 万が一 の災 害等に適切 に対応するため」として過去
の実績 の最大値を採用し ているが， 業務営 業用水の実績 はこれら
の需要者を 含め， 遅 くとも平成8 年度以降減 少傾向 にあるから，

その原因 を究明した上で需要予 測を行う べきであり， 起 業者の手
法は不合理 である。 特 に米軍 につ いては， 日 本政府 が水道料金を

負担しているこ とから野放 図に水を使用している可能性があるた
め，水の適正 かつ合理 的な 使用のため節水計画を策 定するよう 要

請し，こ れを踏 まえて水需要を見積もるべきである。
さらに， 起 業者は， 小口需要に ついて， 観光客 数 の増減 と相関

が認められることを前提とした予測を行っているが， 平成16 年度 ，

平成21 年度及び平 成22 年度 については， 観光客数 の増減 と 小口需
要 の増減 が全く 対応 しておらず， かかる手法は誤 りである。 現 に ，

起業 者の算出した観光客 数 と小口需要 の相関 係数 は0. 68 しかなく ，

その二乗 により求 められる決定係数 ( 0 から 1までの値を 取 る。

因果 関 係の程度 を示す係数 ） は0. 462 であって， 観光客 数 では小口
需要の変動 要因 の半 分以下しか説 明できない （なお， 平成23 年度
までの実績 を用いて回帰 分析 を行う と， 決定係数 は0. 387 となり，

更 に 相関 は下がる。 ）。 このことは， ハ ウ ステ ン ボ ス の入 場者数と
営 業 用有 収水量の推移 が相関 していないことによっても裏 付けら
れている。 なお， 起 業者の見込む観光 客 数 の増加 は， 政 策 目標 と
して掲 げ られているにすぎず ， 緊急性に乏 しい上， 今 後観光 客数
が増加していくことを示す根拠 は全くない。

このほ か，起業 者は，本件事 業により地 下水から水道に転換 す
る企 業が出ることを見込 み， その分を水需 要として見込んでいる
が，地 下水よりコ ス ト の 掛かる水道に転換 する企 業は存在しない
と 考えるべきである。

以上を踏 まえると， 業務営 業用水の予測値 は21, 817 面／日 （起 業
者の予測 は23,323 面／ 日）とすべきである。

③ 工場用水 （総論 ）・

起業者 は，小口需 要家を 含めた工場用水の予測値を8,979 rrf /日
とするが，これらの需要家がコ スト の 掛かる水道の使用を大幅 に
増 やすとは考 え られない上， 起 業者の予 測は工場用水の新規増 加
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要因 だ けを考慮し， 減 少要因 を考慮 しないという もので不合理 で
ある。 下記 a の大口需 要家 の存在 を考慮しても工 場用水の予測値は
3,89 4  nf/日にとどまる。

a 工場 用水（大口 需 要）
起業者は大口需 要家 である造船企 業の 修繕船 の隻数が 2倍に

なることを前提に 4, 412nf/日の水需 要を見込んでいるが， これ
は艦艇 ・ 修繕船 の全売 上高 に占 める割 合が 2 倍になるという こ
とを誤解 したものである上， 実際 の売 上高の増加率 は1. 16倍程

度 でしかないことが判 明しており， 今 後もかかる売 上目標が実
現 する可能性 は極めて低い。

また， 上記 の 4, 412nf/日という 推 計自体 ， 起業者の自 作自演
により算 出 された値であって， 同企 業が 起業者からの問 合せ に
対して行 った回答に 示されているとおり， 同企 業は， 具体 的な
水量データ を把握 しておらず，起業者の推計を追 認したにすぎ
ない。 4, 412nf/日という水量を 実際に使 用するとす れば， その
水道料 金は莫 大なも のになるし，その全てを下水道 に排 水でき
る施 設が備 わってい ると も思 えない。 こ れら に加えて， 全 国 の

造船製造 ・ 修理 業の使 用水量 を全 て合計しても約 33,9 2 0nf/日
（経済産 業省平成 22 年工 業統計 調査 ）にすぎ ないこと， 同企 業
の全国 シェ アは約2% にすぎ ないこと をも考慮すれば， 上記 推
計が合 理 性 を欠くことは明 らかである。

さらに， 上記 4, 412nf/日の推計は船体洗浄 を 2体同時に行う
ことを前提としているが，複 数 の船舶 を同時に修繕 する場 合に
は， 貯 水タ ン クを整備 したり， 作 業工程 を調整 したりすること
で給 水量のヒ° ー ク を下げ ること が可能 であり， 水道 法第2条第

2項 の定め（「 国 民は，前項 の国及び地方公共団 体の施 策 に協力
するとともに，自 らも（中 略 ）水の適正 かつ合 理 的な使 用に努
めなけ ればならない」）に照らせ ば，起業者は， 同企 業に対し，

かかる企 業努力 を 求めた上で，その結果を踏 まえて水需 要予 測
を行 う べきである。

なお ，同企 業の修繕船 に係る一 日 平均使 用水量の実績 は， 最
も多 かった平成 19 年 で 332rrf /日にす ぎず ，仮 に同企業 の方針 ど
おり 修繕船 事業 の売 上 げ が 2 倍になると考 えてもその 2 倍にな
るにすぎ ない。
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b 工場用水 （ 小口需 要）
起 業者は， 工 場用水の小口需要に つき， 過去 20年の平均 値に

備 えるとして， 同値 を水需 要として見込ん でいるが， このよう
な長期 間の平均 値を採用することは， 近時の傾向を予測に 反映
させな いことに なり， いたず ら に水需 要を大きくすることにな
るので不合理であ る。

また， 新規需要 として， 水産加工団地の進出を前提として 7 7 0
面／日を見込んでいるが， その算 定に用いた 全国の水産缶詰 ． 瓶
詰製造 業の用水 原単位 ( 3. 19 rrf /日 /100rrlり は， 井戸水， 回収水
その他 も含んだ数字 であ り， 公共 水道 の原単位 は1. 12 rrf /日 /1 00
面 にすぎないから ， 前提を誤 っている。 加えて， 上記 団地の敷
地面 積として 24, 023 面 を見込んでいるが， 全国の水産缶詰 ・ 瓶

詰製造 業の全敷地面 積は 513, 000 nf であ って， その5 % が上 記 団
地に 進出することを 前提とした推計はおよそ不合理 であ る。

④ その他 用水量
起 業者は， その他 用水量につき， 船舶 用等で構 成されており極

めて少量であ ることを理 由 に 過去 の最大値であ る平成2 0年度の値
を丸 めた 1 00rrf /日を採用することとしているが ， 同年度の値は突
出してお り， 最近 1 0年間 の平均 （ 約7 6面／日）に 比べて著しく 大
きく， 特異値として排除しなければならない。

⑤ 有収率
佐 世 保市 の平成19 年度の有 収率 83. 6% は， 給 水人口 1 0万 人以

上の 215 の大規模水 道事業体の中で最下位 に近い 2 01 位であ るた
め ， 他 都市 並 みに漏水 防止対策に 力 を注 いで有収率 の向上を図れ
ば， 将来の水需 要を更 に 小さな 値にすることができる。 起 業者は
有 収率を 89 . 2% としてい るが， 東京 都や福岡 市 が達成している
95% と すべき で あ る。

⑥ 負荷率
起 業者は負荷率 を 8 0. 3 % と し ているが， 起 業者 の水源 は主 に貯

水池 を水源としており， 水利権 の柔軟 な運 用によってかなりの取
水量の変 動に も対応 でき るから， 負荷率 を低く 見 積もる必 要はな
い。 負荷率は 9 0% 程度とすべきであ る。
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⑦ 利用量率
起 業者は， 利用量率を 90 % としてい るが， 近年5年の実績平均

値は 97. 4% である。 起業者の設定値 はあま りに 実績値より低く，
一日最大取水量を引 き上げるために 恣意 的に設定 されているもの
で不 合理である。

⑧ 結論
以 上を踏 まえ， 用途別使用水量の総量 （有収水量）を求めると

6 5, 143 rrr/日となり， 起業者の平成 36年度の予測値 (75, 5 42 rrr/ 
日） より 10 ,000 rrr /日程度 低 い値 となる。 こ こ から有 収 率を
89. 2 % , 負荷率を 84. 8 % , 利 用量率を 97. 4% として一日最大取水
量を算定すると， ss, 419 rrr/日となり， さ らに 有収率 95%を達成
して負荷率 90 % で運用した場合は 1s, 22 4 rrr/ 日 となる （起業者の
計算 では， 有収水量 15, 542 rrr/日， 有収率 89. 2%,  負荷率 80 . 3 %, 
利 用量率 90 % で11 1, 1 so rrr/ 日）。

以 上か ら， 水需要のこ れま での実績 と人口の今後の推移を踏ま
えて 佐世保市水道の将来の一日最大取水量を合理的 に 予測する と，
十分な余裕を見ても ， 90, 000 面／日程度 が見込 まれるに とどまるの
で， 起業者 の水需要予測 は合理性を欠く。

なお ， 起 業 者 は， 過去 に 平成 6年度の渇水が再来 したときに備
えて本 件事業 が必 要であ るとのキ ャ ンペーンを行 っ ていたが， そ
も そも 同年度の渇水は 6 5 年に一度の渇水 であり， 10年に 一度の渇

水への対応を 目 的 とする本件事業では対応できず ， 的外れである。
ま た ， 仮に平成 6年度の渇水が再来したとして も 現在の状況を踏
まえれば市民生活 に 大 きな影響 は生 じ ない。

（イ） 現有水源の評価
佐世保市水道の不安定水源は渇水時には利 用できないとさ れてい

るが， その実態を見 ると， 相 浦川の慣行水利権 ， 川棚川の暫定水利
権及び岡本の湧水は平成 19年度 渇水でも 十分に利 用されてお り， 実
質的 に 安定水源といえる。

このうち， 川棚川の 暫定水利権( 5, 000 面／日） は， 川棚川の山 道
橋の流量が正 常 流量を下 回 っ たときは取水不可 という 条 件付 きのも

のであ るが， 川棚川の観測 流量がこの正常流量を下 回 っ たこ とはな
く， 実態 は安定水源そのものであっ て ， 川棚川の河川管理者 であり
本件事業の起業者 でも ある長崎県の恣意的 な判 断で暫定水利権 とさ
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れているにすぎない。 起業者は， 同水利権 につい て， 取 水していな
い日 があるとするが， その理 由 が， 取 水できなかったことにあるの
か， 取 水す る必要が なかったことにあるのかは明らかでない から，

これを不安定 水源 と する根拠 はない。
そうすると， 佐世保市の水源は， 7 7 , 000 rrf /日のほかに， 渇水 時に

も利用 で きる水源が 21, 000面／日以 上あるので， 実 際の安定 水源は
9 8, 000面／日以上になる。

上記 （ア）のと おり， 佐世保市の平成 36 年度の一 日 最大取 水量は
9 0, 000面／日程度である一 方， 実際の安定 水源は9 8, 000面／日以上あ
るから， 佐世保市では現有 水源 のみでも水不足を来すこ とがな< '

石木ダムによって新たに 水源 を 確保する必要性は皆 無である。

ウ 流水 の正常 な機能 の維持
本 件事業では， 川棚川の 流水の正 常な機能 を維持 するために石木 ダ

ムの貯 水容 量の中に 7 4 0, 000 rrf を 確保するとしている。 これは， 川棚川
の山 道橋 の正 常流量 ( 1- 3月 0. 09 rriツ秒， 4 -12月 0. 12 rrf /秒 ）を

維持 するために必要 とされて いるものである。

し か し， 山道橋の銀測流量 （取 水後の流 量）がこの正 常 流量 を下 回
ることはないから， 流水の正 常な機能 の維持 の目的 は理 由 がないもの
である。

ま た， 起 業者 は， 流水の正 常な機能 の維持 に必要な流量 に ついて，
川棚川 の基準地点山 道橋の低水時のデータ がないとして机 上の計算 に
より算出 したとするが， かかる計 算方 法が合理的 であることを示 す資
料は ない。 実績 流量 が不明であれば調査 した上で確定 すべきである。

工 失われる利益
本 件事業認定 は， 以下のとおり， 本 件事業が も たらす不利益を考慮

していない。

（ア） 被収 用者へ の影響
本 件事業は， 13世帯約 6 0人の財産権 ， 居住権 ， 生存権及び連帯権

を侵害 するところ，本 件事業認定においては， 宅地収用 が土地収用
の中でも被収 用者に与 える影響 が最大であることや ， 13世帯 約6 0人
の居住民 の受 ける具体的 な不利益が全く 考慮されていない。

（イ） 環境へ の影響
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本件事業 の環境影響評価書 は，「 代償 」を主 な環境配慮 としており，
「 代償 」より優先 して 「 回避 」，「 最 小化」， 「修正 」，「 影響の軽 減除

去」 による措置 をとるべき とする環境配慮の5 原則 にのっとった手
法が用いられていない。

起業 者の調査は，以下のとおり，極めてずさんな調査によって影
響が 小さいとか移植 で対応可能 などといった結論 を安易 に出してお
り，環境へ の配慮 が不十 分である。

① 希 少種 であるニ ホンアカ ガエル とト ノ サ マガエル の生態 系の調
査が不十 分である。 また，人工 の産卵 地については，機能す るか
疑問 である上 ，維持 には相 当 の努力 が必 要となるので現実性がな
v ヽ。

② 希 少種 であるコ ムラ サ キ やメ ス グ ロ ヒ ョ ウ モンについては，他
に餌場 が存在するという だ けでは生息 地が確保されたこと になら
ない。 これらのチ ョ ウ 類が希 少種 となっている理由 の分析 と生態
の調査が 不十 分である。

③ ヒ メ アカ ネ ， ク ロサ ナエ，オ ナ ガ サ ナエ及びオ ジロサナエにつ
いては，生息 地や生活史 の調査 が不十 分であり，本件事業 により

個 体が消 失 する可能性がないとは言い切 れず ，生息 環境の保 全に
せ よ，固 体の移植 による保全にせ よ，成功 する見通 しは 示されて
おらず，保全策 も失敗 する可能性がある。

④ カ ワ ガ ラ ス の生息 する県 内の河川は急減しており，県 内全 体の
生息状況を考慮 して環境影響 を検討 する必要 があるが，検討され
ていない。 また， 工事によって本種 の生息 に大き な影響 が生じ る
と考えられ るのに対策 が示 されていない。

⑤ フク ロ ウ の営巣可 能 な樹木の調査が行わ れて おらず ， 本件事業
によって生息 地が失 われる 可能性がある。

⑥ ヤ マセ ミ の生息 する河川はカ ワ ガ ラ ス 以上に少なく，生息地 が
限 定されているので，県 内の状況を把握 した上で十 分な保全策 を
検討すべき であるが，工事による影響も含 め，検討さ れてない。
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⑦ ヤ マ ト シマドジョ ウ は底質 が砂質 の場所 に生息 しており， 県内
の生息 河川が限られている。 ダム建設工事 によって底質 が変化し ，
生息 地がなくなる可能性があるのに，対策が示され ていない。

⑧ ゲンジボタ ル の幼 虫 が食 べるカ ワ ニ ナ は水 の比較的きれいな流
水域，つま り河川 がな いと生息 できないが，生息適地 をどのよう
に保全するの か示され ていない。

（り ） 佐 世 保市水道事 業の破綻
本件 事業 を実施しても，実際には期待 するほどの水需要がないの

で，佐世保 市は，これま での水道 料金 では起債 の返済 ができなくな
り，水道料金 の値上げ若 し くは 一 般会 計からの資金 充当 を行 うこと
になり，佐 世 保市水道利用者又は佐世 保市民が不利益を被ることが
予 想されるのに，かかる不利益が全 く考慮 されていない。

(3) 法第 2 0条 第4 号
既に述 べたとおり，本件 事業の目的とす る治 水，利水いずれも必要性

は認められない。

ま た，処分庁 は，既存 ダム施 設の更 新や土砂浚渫 の実施 （以下 「 施設
更 新等 」という 。 ）のために本件 事業が必要だ という が ，これまで施 設更
新等の具体的 な計 画は提示されておらず，実際に 実施 するとなれば，土

砂捨 て場及び経 費の 確保を解決する必要があり， 実際に施設更 新等 の計
画を立て るのは困難 であ る。 したがって， 施設更 新等の ために本件 事業
が必要 という 理屈 は，付随 的なものであり，具体 的に緊急性があるとは
認められない。

本件事業の目 的は全て科学 的根拠がないもので あり，強制収用という
手段 を用いてまで早期に実施する必要性 がないことは 明らかであるから，
本件 事業 は法第2 0条第4 号の要件を満たしていない。

(4) 本件事業認定 に至 る 手続 の違 法
以下の経緯 の下で行 われた本件事業認定 は，手続 上，違 法という べき

であ る。

ア 公共 事業 の基本は，受 益予 定 者から の明 確な要望 があ るべきである
ところ ， 本件 事業 については， 受 益予定住 民 から要望 されて いる実態
がな い。 佐 世保 市は，「石木ダムは市民の願 い」として，同 市のホ ー ム
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ペ ー ジ に 「石木ダム建 設促 進佐 世保 市民の会」と協力 しながら佐 世保
市民の世論形成を行っている旨 記載 している。 しかし，上記 市民の会
の実態 は，佐世保 市丸抱 え の官製団 体で あり，その要望 は受益住 民の
ものと はいえず，「石木ダムは市民の願 い」は佐 世保 市が造 り上 げ た虚

像 でしかない。

イ 公共 事業の実施には， 事業者，受益予 定者とされている関係住 民，
その事業によって何らかの影響 を 被 る人との間で情報 が共 有・公開 さ
れ，徹底 した討議 · 検証による合意形成（説明責任 の履 行）が保障 さ
れてい なければならない。

しかし，起業者は，国土交通 大臣 が長崎県に対 し 「石木ダムに関 し
ては，事業に関 して様々 な意見 があることに鑑 み，地域の方々 の理解
が得られるよう努力 することを希望 する」との通知 を行った意 図を無

視 し ，地域住民から出 された 「石木ダム事業を前 提としないゼ ロ に戻
った石木ダムの必 要性についての公開討論 」の要請に応 じることな く
本 件事業認定 申請を行 った。 これに，本件事業予定地 の居 住者と長崎

県知 事との間で昭和 47 年7月 29 日に取 り交わ され た 「石木川の河川
開 発 調査 に関 する覚書 」（以下 「 本件覚書 」という。 ）の存在， 内容及
び 本件覚書 が締 結 された経緯 をも併せ 考慮すれば， 事業予定 地居住 者
の排除 を目 的とし た事業認 定を申 請すること自体，許 されるものでは
ない 。

ウ 本件覚書は ，昭和 47 年7月 29 日，長崎県 を乙 とし，石木ダム建設
予 定地 である川棚町字 原郷 ，岩 屋郷及び木場郷 （いずれも当時の地名 ）
の各総 代を甲 とし，甲 乙 間で取り交 わし たもので，「 第1条 乙 は，
甲 の同 意 を得て石木川の河川開 発 のための地質 調査 およびその周辺の
地形測量（実施箇所 は省略）を実施するものとする。 ただ し，調査 内

容 を変 更 する場合は，あらかじ め甲 の了 解を得なければ ならない。

（以下省略）」，「 第 4 条 乙 が調査 の結果建設の必 要が生じたとき は，

改 めて甲 と協議 の上書 面による同 意 を受けた後着 手 するものとする。 」
と定められている。

本 件覚書は，石木ダム建 設に対して強 く反対 している地権 者らの存
在を前提 として作 成され たものであ るから，起 業者である長崎県 は ，
本件覚書 を最 大限尊 重 しな ければならないところ ，起業者であ る長崎

県 が石木 ダム建設 の必要 があ るとして， 改 めて協議 の上書 面による同
意を得ることなく強制収 用を可能 にする本 件事業認定の申請をするこ
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とは，本件覚書第4条に違 反す るものであり ， 許 されない。

2 そこ で，審査請求の理由 の有 無について判断 する。 なお，審査請求人は，
本件事業認定 後に生じた事実 をも本件事業認 定が違 法である理由 として主張
しているが，事業認定 の適法性の判断 は事業認定時に存在していた事実を基

礎 として行われるべきものであ り ，事業認定 後に生じた事実は， その処 分当
時の事情 を推認す る間接 事実等としてしんしゃ くされるにとどま るものであ
る。

( 1) 法第2 0条第2号
起業者の水需要予測については，後記( 2)イ のとおり ， 合理的な予測で

あると認められるから，同 予測が不 合理であることを 前提とす る審査請
求人の主張 は理由が ない。

また，資料 によれば，本 件事業については，既 に長崎県議 会及び佐世
保市議 会における予 算措置 の議 決や事業に必要な許認 可等の手続 がなさ
れていることが認 められるから，起業者は本件事業を遂 行する充分 な 意
思 と能力 を有 していることが認 められる。

さらに，審査請求人は ，水道利 用者ないし佐世保市民 が水道料金の値
上げ等の負担 を拒否す ると水 道事 業は破綻す るなどと主張す るが，かか
る主張 は憶測に基づくものであって採 用でき ない。

( 2) 法第 2 0条第3号
ア 治水( 1( 2)ア）
（ア） 本件事業の治水上の利 益

① 1 ( 2)ア（ア）① について
資料 によれば，平成 2年7月洪水においては，川棚川本川の水

が堤防を越え ることによる外水被 害があったことが写真等 によっ
て確認できる。

ま た，洪 水時の川 棚川本川の水位 が低 下す れば， 支 川から川棚
川本川へ の水の流入 量が増 えるため， 支 川の氾濫等による被 害の

軽減 も期待 できることが認 められる。

② 1 ( 2)ア （ア ）② について
川棚川最下流部 について，河川としての改修計画は認められな

いとしても ， そのことをもって直 ちに，石木ダム建設の必 要性 が
低下す るとは いえ ない。
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③ 1 (2)ア（ア）③ につ いて
資料 によれば， 起業者は， 平成 22 年に国土交通 大臣 からの要請

を受 けて， 石木ダム建設 のダム事業 の検証 に係る検討を行う中 で，
既存 ダムの有効活 用など 26案 につ いて検討し， そ のうち石木ダム

案 のほか， 堤 防かさ上げ ， 河道掘削など川棚川治水対策 とし て実
現可能 な8 案に つ い て， 安全度， コ ス ト ， 実現性， 持続性， 柔軟
性， 地域社 会へ の影響及び環境へ の影響 の詳細 評価 を行って， 他
案 に 比べ石木ダム案 が総合的 に優位であ るとの評価 をしていると
ころ ， かかる評価結果 に不 合理な点は認められない。

（イ ） 基本高水
① 計 画規 模の設 定

a 1 (2)ア（イ ）① a につ いて 【 計画規 模の評価指標の合理性】
資 料によれば， 認可済み の2 級 水系の約24 0の河川 につ いて計

画規 模と起 業者が川棚川の計 画規模 を決 定 するに際 し採用した
5 つ の指標値 との相関 関係 を 示したそ れぞれの表 に川棚川の指

標値を当てはめると， 計 画規模 1 /100 の線上の分布 の中 で中 央
付近 にあることが認 められるので， 他 の計画 規模1 /100 の河川
と比 較して川棚川の計画 規模を1/100 とすることが不 合理であ
ると いうことはできない。

また， 都道府 県ご とに河川の本数， 規 模や流域の地形 等は異
なるのであって， 長 崎県は平地に乏 しく， 急勾 配 の中 小河川が
多い ことからすると， 他の都道府 県の評価基準に 当てはめて過
大であることをもって， 直 ちに長崎県の評価指標の基準が緩 く
上記川棚川の計画規模の設定 が不合理なも のであるとはいえ な
v ヽ 。

b 1 (2)ア（イ ）① b につ いて 【 国 交省解 説計画編に基づく評価指標
との不 整 合】

資 料によれば， 計画規 模は， 国交省解 説計 画編 にお いて， ニ
級河 川はC 級,.._, E 級とされ， C 級は都市河川 として計画 規模 50

年ないし100 年とされているところ， 都市河川 につ いては明確な
定義や指標が示されていないことから ， 長 崎 県の評価 指標 にお
いては， 都市河川としての要素 を 含む宅 地， 資産 ， 工業 出荷 額
等と いう定 量的 な 指標により計 画規模を定 め， また ， 特 に著し
い被害を被った 地域にあっては， その被害の実績 等を総合的 に
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勘 案して決定している。

以 上のほか， 資 料によれば， 川棚川は， 下流 の川 棚町及び上
流 の波佐見 町それぞ れにおいて， 町役 場， 警察署 ， 学校 等の公
共 施設， 住宅， 商店 街等 が集積する地域， さらに川棚町にあっ
ては，

一 定の交通 量のあるJ R 駅周辺地区及び 川棚工 業団 地，
波 佐見 町 にあっては， や きもの公園 ， 陶芸 の館等 の観光 施設の
存在する地 域など， それぞれの市街 地を形 成する地域を貫流 し ，

都市部 に相当する箇所 も存在していることから， 起業者は， 川
棚川を 都市河川と区分 し， 国 土交通省河川砂 防技術基準に従 い
河川の重 要度をC 級 と位置づけていることが認 められる。

そして， 上記 のとおり， 都道府 県ご とに河川の本数， 規模や
流域の地形 等は異なるのであって， 長崎県は平地に乏 しく， 急
勾配の中小 河川が多いことからすると， 審査請求人が主張する
ような他 の都道府 県の流 域面 積，・ 氾濫面積 や想定氾濫区域内の
宅地面 積等 の 評価基準 に当てはめて計画規模が過大であること
をも って， 直 ちに長崎 県の評価指標の基準 が不 合理であるとは
いえない。

C 1 (2)ア （イ）① c について 【想 定氾濫面 積の誤 り】
資料によれば， 起業者は， 川棚川において， 昭和 50 年度から

川棚川の河川整備 と石木 ダム建設との最適な組 合せによる一 連
の治水対策を進 めてき たことから， 河川整備基本方針 策定 にお
いても， これら一連 の事業の実施前であ る昭和 50 年 当時の河道
を前提 とした想定氾濫区域の面積を472ha として計 画規模を設定

す る指標としていることが認めら れる。 ダム建設と河川改修事
業が一連 一 体 のものとして洪水調節機能 を果 たすことを計 画し
ていた本件のような場合において， 事業認 定申 請時の最新の河
道状況を 前提 に想定氾濫面積を 算定して計画規模を設定すべき
である と解 する と， 事業認定申 請の時期 が 遅 くなるほど計 画規
模が小さくな り， それに応じた計 画の見直 しが必要となるから，
当 初 の計 画を 実施することが でき な くなり， 逆 に， 計画規模を
縮 小す る こと なく当 初 の計画を実施 し よ う とす るため には ， 事
業認 定を受 けるまで河道整備 を止 めお くことになる。 そう する
と， それまでの間， 河川の氾濫等 に対 する治水の安全 を 確保す
ることが困 難 と な るし， 河川 の安全度 を漸次 高めていくような

段 階的 な河川整備 を実 施す ることもできなくなることから する
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と， 起 業者が計画規模を検討するに 当たり， 先 行した河 川改修
事業の結果 を考慮することなく， 一連 の事業の開始時 である昭
和 50 年当時 の河 道状 況を前提に想定氾濫面積を算定し，計画規
模を設 定したことが不合理であるとまではいえない。

また， 資料 によれば ， 起 業者は， 流域重要度の評価 指標とし
て想定氾濫区域内の宅地面積につ いて，平成15年度住宅 ・ 土地

統 計調査 により， 一戸 当た りの敷 地面積 を 261面／戸 とし，これ
に 想定氾濫区域内の家 屋棟 数 1, 656戸 （川棚町 ）， 59 7 戸 （波佐
見町） 計 2, 253 戸を乗 じ て算出し てい ること， そして， 「治水 経
済調 査 マニュアル （案）」（国土交通省河川局） を参考 に，想定
氾濫区域内の世帯数を基礎 とした 場合， 事業所 の建物 が評価 さ
れず，過 小評価となることから，起業者は， 長崎県 の二 級河 川
に おいては，家 屋棟数 を基 に宅地面積を算出し ていることが認
められ， 起 業者が想定氾濫区域内の世帯 数 ではな く家屋棟数 を

基 に 宅地面積 を算出したことをもって，そ の算出方法が不合 理
であるとはいえ ない。

d 1 ( 2)ア（イ） ① dにつ いて 【川棚川上流 ・ 下流の計画規模の不整
合 】

資料 によれば， 本件事業における川棚川の治水安全 度は， 川
棚川水系河 川整備 計画において，想定氾濫区域 内の人ロ ・ 資産
等がより大きい石木川合 流点下流につ いて優先 的に1/100, より
小さい石木川合流点 上流を 1/ 30 とすると定められていることを

踏まえたも のであるところ， か かる治水安全度 の定め方 は合理
的なもの と認 められる。

② 対象 降雨の選定
a 1 (2)ア（イ）② a につ いて

資料 によれば，起業者が算出した計画雨量( 24 時間雨量及び
3 時間雨量） の値は，複 数の確率計 算手法を用いた検証を行っ

た上で 求められたものであり，いず れの計画雨量につ いても，
その後の水文 ・ 水 理デー タ の蓄 積を 踏 まえた再度の検証が行 わ
れて いるところ ， これらの検証結果 に照 らすと，上記 各 計画雨
量はいずれも合理的なものと認 められる。

審 査請求人は，年超過確 率 1 /100 の降雨 における基本高水 が
1, 200面／ 秒 以下となる旨 主 張 するが，独自 の見 解であって採 用
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でき ない。

b 1 (2)ア（イ）② b につ いて 【 昭和 4 2年7月 9日洪水型 の採否】
資 料に よれば， 起業者は， 国交省解説 計画 編及び 「 中 小河川

計画 の手 引き（案）」（（財 ）国 土技術研究センタ ー ） に従い， 昭
和 4 2 年7月9日洪水型 を採用し基本高水 のヒ°ー ク 流量を 導 出し
ており， そ の導 出方法に不合理な点 はない。 加えて，資料によ
れば， 河川法及び同法施行令 の昭和 39 年改正 により， それ まで
既往最大の洪水を重視 して定められていた基本高 水のピ ー ク 流
量は ， 年超過 確率や流域の重 要度も勘 案し定めることに改 めら
れ， また，長崎県における過去 の雨量記 録 から川棚川の 1 時 間
雨量は138m となり， そ れが過大ではな いと認められるから，審
査請求人の主張は理由 がな い。

C 1 (2)ア（イ）② c につ いて 【 合理式による検証との不整 合】
資料に よれば， 起 業者は， 貯留 関 数 法を用いて基本高水量を

算 定しているほ か， 「 建設省河川砂 防技術 基準（案） 同解説
調査 編」 （社団法人日本河 川協会 ） に 基づき ， 合理式による検証
を行い， 流出貯留 関数 法による基本高水流 量 1 , 400 nf/ 秒 と ほ ぼ
同等 のピー ク 流量 1 , 320 nf/秒の結果 を得 ていることが認められ ，
かかる算 定に不合理な点は認め られな い。

d 1 (2)ア（イ）② d につ いて （ 検証用データ の不存在】
資料によれば， 川棚川流域では，雨量観測所 や水位観測所 が

整備され， 貯留 関数法を用いるのに十分 なデ ータ が蓄 積されて
いるとする具体的なデータ は 含まれておらず， 貯留 関 数 法モデ

ル の諸データ を保管 していないため数 値の科学的 合理性が担保
されていないとする審査請求人の主張の当 否を判 断 することが
できな い。

したがって，審査庁に おい ては， 基本高水量の算出に係る処
分庁の主 張の合理性につ き ， 処 分庁の主張立証を 調査 検討の上
結論 を 出すべ き であ る。

（り ） 石木ダムの構造 ( 1 (2)ア（り ）について）
資料 によれば，国交省解説計 画編では， 「 小 流域のダム（おおむね

20 kid以下 ） 並びに 洪水 調節容 量の小さいダムでは ， ゲート操作 の煩
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雑 さを避 けるため，自然 調節方式 とすることが望 ましい 。 」とされて
いる。 そして，石木 ダムの流域 面積が9. 3 逼 であり，流域 の規模が小
さく 洪水到達時間が短 いた め，ゲー ト 操 作 の時間的余裕がな いこと
から，人為 的な操 作 が不要な自然 調節 方式 としたことが認 められ，
起業 者のこの点に関 する判 断 が不合理であるということはできない。

（エ） 代替案 （河道整備 ）
① 1 (2)ア（エ）① につい て 【 代替案 として の河道整備 による治水効果】

資料 によ れば，起業者 は，平成22 年に国士 交通 大臣 からの要請
を受けて，石木ダム建設のダム事業 の検証に係る検討を行う中で，
既 存 ダムの有効 活用など 26 案について検討し，そのうち石木 ダム
案のほか ，堤防 かさ上げ，河道掘削な ど川棚川治水対策 として 実
現 可能 な8 案 について，安全度 ，コ スト ，実現性 ，持 続性 ，柔軟
性 ，地域社会へ の影響及び環境へ の影響の詳細 評価を行って，他
案 に比べ石木ダム案 が総合的 に優位であるとの評価を得ているこ
とが認められ る。

その際，堤防 は，護岸 ，水制 その他 これら に類する施 設と一 体
として，計画高水位以下の水位の流水の通 常の作 用に対して安 全
な構造 とするも のとする （河川管理施 設等構造令第18 条 第1項 ）
とされていることからすると，単に計画高 水流量以下の洪水が越
水しなければよいというだ けではなく ，流水の通 常の作 用に対し
て安 全に洪水を流下させ ることを構造 の基本としていること，ま
た，堤 防 の高さは，計画高 水流量に応 じ，計画高水位に一 定の余
裕高を加えた値以上に設定す るものとされており （同令第20条 第
1項 ），この余裕高は，洪水時の波浪 ，うね り，跳 水等による一 時
的な水位 上昇 に対し，洪水を越 流させず ，また，洪水時の巡視や
水防を 実施 する場合の安 全の確保 ，流木 などの流下物へ の対応等
のために必要とされるものであること，さらに ，川棚川の場合は

背後 地が人家連坦 地域 であること及び築 堤区 間 が存在するこ とに
照らし，同令第20 条第1項 ただ し書 の特例を適用するに当たって
の条 件である「治水上の支障が ない」とは認 められない。

ま た， 上記 の詳細 評価で 検討された 堤 防 かさ上げ案でさえ，安
全度 の評価において石木 ダム案 より劣 るとされていることからす
ると，単に 0. 6m の堤 防余裕高が確保 されていない部分についての
み，堤 防のか さ上げ又 は河道掘削をするといった河道整備 計画は，
現 実的 なものであ るともいえない。
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このように， 河道整備の代替案に対 しては， 起業者において様々
な観点から検討， 評価されている という べきである 。

② 1 (2) ア（エ）②について 【代替案としての河道 整備の経済性】
資料によれば， 起業者 は川棚川の治水対策 として石木 ダ ム 案 の

ほ か， ① 河道 改修案 ， ②遊水池及び河道 改修案 ， ③放水路案の 3
案につ いて検討し， 社会的 ， 技術的 ， 経済 的 な面 から総 合的に考
慮 した結果 ， 石木 ダ ム 案が最も 合理的 である としたこ とが認 め ら
れ， かかる 判断に不合理な点 は認められない。 また， 本件事業の
施行により起業地内に居住する 移転対象者に対 する 生活再建対策
として， 起業者 が移転対象者の意 向に応 じ た集団移転地の造成 な
どの実施に加 え て， 石木 ダ ム 地域振興対策基金による 住宅資金借

入利子助成 な どが行わ れており， 移転対象者に対 する 配慮がなさ
れている こ とが認められる 。

（オ） 代替案 （遊水池）(1 (2)ア（オ））島
資料によれば， 起業者は， 平成 22 年に国土交通大 臣 からの要請 を

受 け て， 石木 ダ ム 建設のダ ム 事業の検証に係 る 検討を行う 中 で， 既
存 ダ ムの有効活 用など 26 案 に ついて検討し， そのう ち石木 ダ ム 案 の
ほ か， 水田 地帯又は採石 場跡を遊水池 とする 遊水池案 な ど川棚川 治

水対策 として実現可能 な 8 案について， 安全度 ， コ ス ト ， 実現性 ，
持続性 ， 柔軟性 ， 地域社会 への影響 及び環境への影 響の詳細評価 を
行っ て， 他案 に 比 べ石木 ダ ム 案 が 総 合的に優位 である との評価 を し
て いる とこ ろ ， かかる 評価結果に不合理な点は認められない。

イ 利水
（ア） 一日最大取水量の算定

① 生活 用水(1 (2)イ（ア）①）
資料によれば， 起業者 は， 佐世保市の過去 20 年の生活 用水量原

単位が， 平成 5 年度 まで増加傾 向にあっ たものの， 平成 6 年度 に
減少し， その後平成 16 年度 まで緩やかな回復傾向 であっ たが ， 平
成 1 7 年度 と平成 1 9 年度に再度減少し， 以降平成 23 年度 まで緩や
かな回復傾 向 である とこ ろ ， 近年 ， 全国 同 規模都市の原 単位が減
少傾 向の中 ， 佐世保市において 原 単位が減少したのは渇水 （給水
制 限） 時のみ であり， その他の期間は増加傾 向を示 している こ と
からする と， 佐世保 市の原単 位の減少の要因 は渇水 （給水制 限）
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にあり，他 の都市と同様に節水機器の 普及や 社会情勢 の変化とい
う 原単 位の減 少要因 がありながら， なお渇水時を除いて原単位が
増加傾向 にあるという ことは，節水どころではなく， 一般 的な受

忍限界 を超えている状況にあるという ことであるから， 当面は回
復傾向 になっているものと考え たことが認められる。

そして，起業者は，生 活用水量原単位の 将 来推計につ いて，「 水
道施設設計指針 2012」（社団 法人日本水 道協 会。 以下「水道施設設
計指針 」とい う。 ）では， 時系列傾 向分析 ，回帰 分析 ， 要因別分析 ，

使用 目的別分析 などの 推 計方法から適切 なものを選択 するよう に
定められ てい るところ ， 単純 に過去 20年 を用 いた時系列傾向分析
では，度重なる渇水の影響で原単 位が上下に大きく変 動している
ため，相関 係数が 0. 06と 非 常に悪 く採用できないが，重回帰分析
では， 渇水の影響を 「 あ り」「 なし」の 2択 の変数を 用いることで
渇水の影響を考慮し， 「 ある」場 合から「ない」場合にど のように変

化してい くか が解析 できな いものの， 平成36年度の原単 位の推 計
値の幅 として 200- 214L / 人・日 を導 き出している。

次に ，起業者は ，時系 列 傾向分析 （渇水控除）により，渇水
（給 水制 限 ）による異常現象を控除 し， 近年 の純粋 な回復傾 向 を

推 計するが，その際，渇水影響 で減 少している期 間を除外した平
成6 - 16年 度と平成20- 23年 度の資料を使用するとともに，原単
位の年度比率を算出して平成 20年 度から過去に向 かって適用する
ことで，一連 の連 続した資料 として推計したところ，相関 関数は
0. 9 4 と非 常に高いものの， 平成 36年度の推計値19 3L / 人・日は，

同 年度の近郊 都市，重回帰 分析 ， 後述 の時系列傾向分析 （現状回
復 ）の予測値 21 0L / 人・日 前後と整合性がなく ， 推計としては現実
的 でないとしている。

そこで，起 業者は， 時系列傾 向分析 （現状回 復 ）を用いて， 現
状 （平成20- 23年度）以降に過去の渇水からの回復傾向 を適用す
ることで今 後 の 回復 傾向 を推 計することとし， 上記 時系列 傾向分

析 （渇水控除）と同様，平成6- 16年度と平成20- 23年 度の資料
を使用し， 原単 位の年度比率を 算 出して平成 23年 度から将来に向
かって適 用することで， 一連 の連続 した資 料として推計したとこ
ろ， 相 関 関数が 0. 9 4と非 常に高いだ けでなく，平成 36年度の推計
値 206L / 人・日は，同年 度の近郊 都市の予測 値 ( 211L / 人・日）と
比べて，5 L /人・日ほど低い程度で， 同水準であることから，最
も現実的な推計として時系列 傾向分析 （現状回復 ）を採用したと
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し ていることが認 められる。

このよう に， 起業者の上 記 時系 列傾向分析 （現状回復 ）による
生活 用水量原単 位の推計は， 平 成 36 年度の近郊 都市 の予 測値とほ
ぼ同 水準であるこ とから すると， 平成36年度の原単 位を 2 06L / 人・
日 とし た起 業者の推計が不合理 であるとはいえ な い。

② 業務営 業用水( 1( 2)イ（ア）② ）
資料 によれば， 起業 者は， 佐世保市 の 業務営 業用水の約 半数 を

観光 関連産 業の使用が占 めているとして， 平成15年度から平成23
年度までの観光 客数と 業務営業 用水の使用量の推移 を示 した折 れ
線グ ラ フ から観光客数の推移 と 業務営業用水の使 用量には相 関 関
係があると判 断 し ていることが確 認できる。 起業者は平成15 年度
から平成 23 年度までの業務営 業用水使用量及び観光客数の実績 値
から相 関 係数 0. 6 8 を導 出し， 両 者に相 関 関 係があるとし て水需要
の予測をし ，かつ， 予測手 法の妥 当性について専 門 の学識 経験 者
に意見を求めて確認 している ことから， このよう な予 測手 法が特

段 不 合理 とはいえない。 なお， 審査請求 人は， 独自 の決定係数
0. 387 を持 ち出し更 に相 関 は下がると主張して いるが， この値 の算

定根拠は示 され ておらず， 採用することはできない。
その他 ， 資料によれば， 米 軍 基地及び自衛隊 の水需要について，

起 業者は， 万一 の災 害 等に適切 に対応す るために過去 の実績 の最
大値を採 用し ているが， これは， 水道施設設計指針 に基づ き， 将
来の使用水量の予 測が困 難 な場合は過去 の水 需要の最大値等を用

い ることがあ るという ことを受 けたものであ り， 不 合理であると
はいえない。

また， 資料によれば， 地下水から水道へ の切 替 えの需要につい
て，起業者は， 水道施設 設計指針 に基づ き，地下水を利 用し てい
る場合における潜在 的な水需要の水道へ の切 替 えの予測を行って
いるものであり， 不合理 であるとはいえない。

③ 工 業用水（総論 ）
上記審 査請 求人の 主 張 に ついては， 以 下の a 及び b の とお り で

あ り ， 理由 がない。

a 工場用水（大口需要）( 1  ( 2)イ （ア）③a) 
資料 によれば， 佐世保市 の工 業用 水の大部分を占 めている大口
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需要者である造船 会社が， 平 成24年に従来の新造船 事業を縮 小し，

修繕船 事業 を増強 する経営に転換す る方針 を公表 したことから，

起業者は， 水需要を予測 するため， 造船 会社に対して意向調査を
行ったところ， 造船 会社が， 経営方針 を従来の新造船 事業中心か
ら修繕船 事業中心に転換 する見込 みであり， 艦艇 ・修繕船 事業は
受入工程 の当初 の船 体洗浄 に大量 の水を使 う 必 要があり， しかも，

複 数 のドックで同時に船 体洗浄 を行 う ことも想 定されている旨 回
答 したことを踏 まえて， 修繕船 事業 における船体 洗浄 による計画
給 水量 を 4, 412rd / 日 と算定したものであること， その後，起業者
は， 再 度，造船 会社 に確 認したところ ， 同会社が， 使用水量につ
いて日量 4, 412rdは最低限 確保 していただ きたい旨 回答している
ことが 認められる。 そう すると， 起業者が 4, 412 対／ 日 の水需要
を予 測したことが不合理 であるとはいえない。

また， 上記のとおり造船 会社が使用 水量について日量 4, 412五
は最低限 確 保していただ きたい旨 回答して いることや， 起 業者 の
上記確 認に際 し， 造船 会社は， 貯 水タ ン ク を設 置す る敷地の余裕
がない旨 回答している以 上， 水道 事業者 である起業者が， 造船 会
社に対し， 複数の船舶 を同時に修繕 する場合に， 貯 水タ ンクを
整備したり， 作 業工程 を調整 したりすることで給 水量の ピ ー ク
を下げる企 業努力 を 求めるべきであった という こともできない。

b 工場用水 （小口需要）( 1  (2)イ （ア）③b) 
資料 によれば， 水道施設 設計指針 では， 過去 の水 需要の変 動

から一 定の傾向を見いだす ことが 難 しい場合や， 将 来の使 用水
量や原単 位， 説明 変数等の予 測が 困難 な場合は ， 同指針 に定め
る推 計手 法によらず， 過去の水需要の平均 値や最大値等を用い
ることもあるとされてい る。 そして， 起業者は業務 の幅 が広 く，

推移 を表現できる特 定の指標が確 認できなかったことから， 過
去 の実績 の 平均値程 度の 回復 に備 えることとし， 平成 4年度か
ら平 成 23 年度 までの小口需要の 実績の平均値 を採用 しているこ
とが認められる。 平成17 年度から平成 19 年 度までは渇 水の影響
を受けてい ること及び過去において単年度の回復 量が大きい年
度が複数あ る ことなどから， 過去 20年の実績 の平均値 を採 用し
た起業者の推 計は特段 不合 理 であ るとはいえない。

また， 資料 によれば， 水産加工団地については海岸 沿いの埋
立 地にあり， ボ ー リ ング を行っても海 水の影響 を受けているこ
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と など から， 井 戸水ではなく 水道での対応 が必要 であると判 断
していることが認 められ ， この判 断 が特段 不合 理 であ るとはい
えない。

④ その他 用水量( 1(2)イ （ア） ④）

資料によれば， その他用 水量について， 起業者 は， 佐世保市の場
合， ほとんど が船舶給 水で， 過去20 年の実績 が55",J97 nf /日と少量
であることから， 将 来値 について過去実績 程度に対応 できる水量
として 1 00nf /日を採用したこ と が認められる。 このように過去 20
年の水利用の実績 が少量であっ て， 過去実績 程度に対応 でき る水量
を考慮して， 起業 者が過去20 年の実績 最大値に近い100 nf /日の水
需要 の予測をしたことが著 しく 合 理性を欠 く ものであるとはいえな

" \。

⑤ 有 収率 ( 1(2)イ （ア） ⑤）

資 料によれば， 起 業者は， 有効率 ． 有 収率を改善 することが水
道事業 者の責務 であることを前提 としつつ ， 計画においては， 目

標年度に現実的に達 成可能 な値 を 89 . 2% として設 定することとし，
メ ータ ー 不感 水量の率等を考慮し て有 収率を定めたものと認 めら
れ， かかる設定方法が合理性を欠 くとはいえない。

審査請求人の 主張する有 収率は， 他 都市との単純 比較に基づ く
ものであって， 都市の性質や地形 ， 規模， 財政 等の条件を 踏 まえ
たものと はいえず ， 採用 できない 。

⑥ 負荷率( 1(2)イ （ア） ⑥）

資料によれば，起業 者は， 平成6年度の大渇 水時の値 を異 常 値
として排除した上で， 過去20 年の 実績 の最小値 を計画負荷 率とし
て採用しているところ， かかる手 法が合 理性 を欠 く とはいえ ない 。

な お， 水利権 の運 用について， 長崎県の裁 量で一 定程 度の余裕
を持 たせ ることができる とする審査請求人の主張 を裏 付ける証拠
は確認できず ， 理由 がない。

⑦ 利用 量率( 1( 2)イ （ア） ⑦）

資料によれば， 起業者は， 水 道施設 設 計指針 において「計画取
水量 は， 計画1日最大給 水量に 10% 程度の安全を見込んで決定 す
ることを標 準とする。 」 との記述 があ ることを踏 まえて，利用量率
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を 9 0% としたことが認められるところ， 同指針 によれば， 利用量
率は， 取水から浄 水処 理までの損 失水量等を考慮 して決 めるもの
とされ， 損 失水量等 は， 取水地点から浄 水場に至 る各施 設からの

漏 水や浄 水処理 工程 における作 業用水， ス ラッジ， 蒸 発 によるも
のなど を考慮 して， 各施設 の状況や浄 水処 理の方法を勘 案して 求
めるものとされている。

利用量率が上記のような種 々 の不 確定要素 を勘案 して安 全を見
込んで設定されるべき ものであるこ とからすると， 同指針 に基づ
いて 利用量率を 9 0% としていることについて合 理性 を欠 くとはい
えない 。

⑧ 結論 ( 1(2)イ （ア） ⑧）

上記 のとおり，起業者の水需要の予測が不合 理であ るとは認め
られないから，審 査請求人の主張 は理 由 がない。

（イ） 現有水源 の評価 ( 1(2)イ （イ） ）

起業者 は， 10年に一 度の渇水時でも毎 日 決まった水 量を取水でき
る水利権 を 「 安定水源」， と， それ以外の水源 を「不安定水源」 とし
ているところ， 資料によれ ば，佐世保市 の安 定水源は，水道法 第23
条の規定によ り認可 を受 けた 水利権 7 7 , 000nf/ 日 と認めら れる。

審 査請求 人の指摘 する佐世保 市の不安 定水源には， 石木ダムが 完
成するまでの間 暫 定的に取水することができ る川棚川 暫 定豊 水水利
権 ， 相浦 川慣 行水利権 である四 条橋取 水場及び三 本木取水場 並び に
湧 水である岡 本水源 地があるが， いず れも， 渇 水時はもとより渇水
時でなくとも水量不足によって取 水できない日 が多 く存在すること
が認められる。

また， 川 棚川の基準地点 である山 道橋 には 計測器 が設置 されてい
るが， 同計測器 は高 水を計測する目 的で 設置 され たもので， 低 水時
の観測に適 したものとは いえず ， また，欠測も多 発 していることが
認められ るので， 同 計測器 の観測流 量をもって正 常 流 量を下回 るこ
とがないとはいえない。

したがって， 起 業者が， 相浦 川の慣行 水利権 ， 川 棚川の暫 定豊 水
水利権 及び岡 本の湧 水を安 定水源 とせ ず に利水 の必要性 を検討した
ことが合理性 を欠 くとはいえない。

ウ 流 水の正常 な機能 の維持 ( 1(2) ウ ）
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資料 によれば， 起業者は，「 正 常流量検討の手引 き（案）」（国土交通
省河川 局 河川環境課 ）を 踏 まえ， 河川環境 を把握 した 上で， 項目別必
要流量， 維持 流量及び水利流量を 検討 して代表 地点である川棚川の山
道橋 の正 常流量を 求め， 石木ダムによって確保 されるべき貯水容 量を

算 出 しており，かかる一連 の検討過 程及び結論 には合理性が認められ
る。

なお， 審査請求人の指摘 する川棚川の観測流量については， 上記 イ
（イ）のとお り， 基準地 点である山 道橋 の計測器 が高水計測用のものであ
って，低水 時の観測に適した ものではない上， 欠測 も多発 しているこ
とから，同 計測器の観測流量を もって流水 の正 常な機能 の維持 に必要
な流量が確保されているか否かを検討 することは妥 当でなく， この点
に関す る審査請求人の主張 は採用できない。

工 失われる利益
（ア） 被収 用者へ の影響 ( 1(2)エ（ア））

前 記 のとおり， 本件事業によって得られるべき公共 の利益を基礎づ
ける治 水に関 する資料 を 検討 しても， 審査請求人の1(2) ア （ イ）② dの
主張 の当否を判断 することができないか ら， 本件事業によって得られ
るべき公共 の利益 と失われる利益である被収 用者へ の影響 との比較衡
量を することができない。

した がって， この点に関す る審査請求人の 1(2)ェ（ア）の主張 の当否
を判断 することができないた め， 審査庁は， この点についても処 分庁
の主張 立証を調 査 検討の上結論 を出 すべきである。

（イ） 環境へ の影響 ( 1(2)エ（イ））
資料 によれば， 本件事業は環境影響評価 法等 の法令に基づ く環境

影響評価の 実施対象外 の事業で あるもの の， 起 業者 は，本件事業の
重要性 等 を 考慮し， 長崎県環境影 響評価条例の 手 続を 準用 して調
査 ・ 検討 を 行っていることが認められると ころ， かかる調査 ・ 検討
結果 に照らせ ば， 本件事業は， 環境へ の影響に も配慮 した内容 とな
って いることが認 められる。 以 下のとおり ， 審 査請求 人の主張 には

理 由 が ない。

① 1 (2)エ（イ）① , ② ，④ ないし⑥ について
資料 によれば，これらの種については，生態 ， 分布 ， 生息 の状

況及 び生息環境 の状 況が調査 されており，その調査 が不十分と は
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いえな いことに加え，調査 地域周辺には本件事業に より消失 する
生息環境と同様 の地域が広 く 残存 するため， 本件事業実施後も生
息環境 が維持 され るものと認められる。

また，起 業者は， カ エル類 については貯 水池周辺における産卵
環境 の保全を，カ ワ ガ ラ ス ，フクロ ウ 及びヤ マセ ミ に ついては繁
殖状 況の把握 を行うこととしており， 保 全措 置が不十分 である 等
とする 審 査請求人の主張 を裏 付ける証 拠は見 当たらない。 したが
って ，これ らの種へ の配慮が不十分 であると も いえない。

② 1 ( 2)エ（イ）③及び⑧ について
資 料によれ ば，審査請求人が主張 する 4種のト ン ボ 類のう ち ヒ

メ アカ ネ は ，本件事業の実施により生息環境の一 部 が消失す るこ
とが認められ るものの ， 調査 地域には本種 の生息環境 であ る湿 地

及び休耕 田 が広く 残存 することから， 本種の生息 は維持 される と
認 め られる。

また， 資料によれ ば，ヒ メ アカ ネ を除く 3種のトンボ 類及びゲ
ン ジ ボ タ ル については，本件事 業による環境 改変 によって当該 地
域における対象種 の生息状況 が変化する可能性 があるとの調査 結

果 が 示 され ているところ，起 業者は， かかる調査結果 を踏 まえ，
対象種 の生息環境である河川及び同河川へ の流入 河川の水質保 全
を図 るととも に，分布状況， 生息環境の状況の 把握及び改変 区域
外の生息 適地へ の個 体の移植 を通 じ て対 象種へ の影響をできる限
り回避 ・低減 するものとしている ことが認められる 。 そして，こ
れらの種については事後調査計画書 に基 づき移植 に向けた分布状
況及び生息環境 の調査 が実施され ている。
以上 の調査 ・ 検討 の結果及び事後調査の実施状況に照 ら すと，

審 査請求人の主 張を踏 ま えて も， 本件事業の環境へ の配慮が不十
分 であるとはいえな い。

③ 1 ( 2)エ（イ）⑦ について
資 料によれ ば， 現地調査 によりヤ マト シマドジ ョ ウ が確認され

た地点のうち1地点については， 本件事業により消 失することが
認められる ものの，ダム堤 体から下流 では本種の生息環境が広 く

残存 することから本種の生息 は維持 されると認めら れる。

審 査請求人は， 本件事業により生息 域の底質が変化し，生息 地
が なくなる 可能性 がある 旨 主張 する が，ダム堤 体下流の石木 地区
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の水田 や石木川上流の棚田 は 本件事業実施 後も維持 され ると考え
られ ること， 本種の生息 環境 に必 要な砂れ きはダム供用後も流入
河川によって維持 され ることからすると， 審査請求 人の主張は採
用できない。

（り ） 佐 世保市 水道事業 の破綻( 1(2 )エ （ウ ））
審査請求人が主張する不利益（水道料金の値上げ， 一般 会計 から

の資金充当等）はいずれ も抽 象的 な可能性にとどまり，本件事業の
実施 によって直 ちに佐世保市の水道事業が破綻する蓋然性は認 めら
れない。

(3) 法第 2 0条第4号
これ まで検討してきたところ によれ ば， 本件事業の掲 げる治水等の目

的は ， いずれ もその必要性 を判 断 するこ と ができない事項 が認 められ る
ものの， 同号は法第2 0条第 2号及び第3号の要件にお いて考慮され るべ
き 事項 以外の事項 について検討すべき要件 であると解され る。 審査請求
人 は， 処 分庁 が施 設更 新等のために本件事業 が必 要であるとして，具体
的緊急性がない等と論難 するが， そもそも， 審 査請求 人が指摘す る施 設
更 新等は本件事業の目的そのもので はないため， 審査請求人の上記 主張
は， 本件事業の公益上の必要性を否定する理由 とはならない。 その他本
件事業 の目的 を達するために， 土地 を収用し， 又は使用する公益上の必

要性を疑わ せる事情 は認 められ ない。

(4) 本件 事業認定 に至 る手 続の違 法
ア 1(4)ア

資料 によれ ば， 処分庁は，審 査請求人の主張する石木ダム建設促進
佐世 保市民 の会 に限 らず ， 各種団体及び市 民からの種々 の意見 を検討
した上で， 本件事業認定を行ったものと認 められ ， 特 定 の団体の意見
に依拠 して事業の必 要性を認めたものとは認められ ない。

イ 1(4)イ
資料 に よ れば， 本件事業認定 は， 法の定 める手 続に のっとって行 わ

れたこ と が認めら れる。
審 査請求人は， 法の定 めるほ かに， 徹底 し た討議 ・ 検証によ る合意

形成 が保障 される必要 がある等と主 張するが ， 独 自 の見 解であって採
用できない。 また， 審査請求人 が主 張するように， 国土交通大臣 の通
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知 がなされたにもかかわらず ， 起業者が地域住 民から出された公開討
論 の要請に応 じることなく本件事業認定申 請を行ったとしても，その
ことをもって直 ちに本件事業認定が手続 上違 法となるものではない。

ウ 1(4) ウ
審査請求人が主張する本件覚書は， 長崎県知 事と地元 の 3郷 の各総

代 が， ダム等の建設の必要 が生じたときは， あらかじめ書面 による同
意を受けること等を定 めたものであって， 仮にこのよう な合意 が有効
であるとしても， 本件事業認定 の適法性に影響を及 ぼ すものではな< ,
また， 被収用 地に関 する被収用 者や第三 者の私 法上の権利義務 関 係の

存否 については， 法第20 条各号の事業認 定の要 件とされていない以上，

処分庁 は， その存否について審査することができないことからすると，

本件覚書第4条に違 反することをもって， 直 ちに本件事業認 定 に至 る
手続 が違 法であったと認めることはできない。

3 以上のとおりであり ， 上記1( 2)ア（イ）② d及び1( 2)エ（ア）に係る審査請求 人
の主張 については調査 検討の上 結論 を出すべ きであるが，そ の余の審査請求
人の主張 には理由 がないものと考える。
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